
 

 

 

●「前払式支払手段の発行に関する報告書」等は、「金融庁電子申請・届出システム」による 

電子提出が原則となります。 

 

・電子提出には、 各府省庁・自治体が提供する行政手続システムの共通ＩＤ「gBizID」を 

取得する必要があります。 

・一度取得したＩＤは、他の行政手続きにおいても使用することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金決済法に係る手続きは電子が原則となります 

 

東北財務局理財部金融監督第三課 

金融庁電子申請・届出システムのご利用手続き 

 

 

◆デジタル庁のホームページから、ＩＤ 

「gBizIDプライム」を取得しましょう 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

（「gBizID」で検索） 

◆手続きは、オンライン又は郵送で行います 

 （手続きには１週間ほど要します） 

（手続きには１週間ほどかかります）。 

STEP1 

●STEP1 関係 ：デジタル庁（0570-023-797） 
                ※デジタル庁ホームページからメールでのお問合せも可能です 
       ●STEP2 関係 ： 金融庁（03-3506-6000（代表）） 
                  電子申請システム担当 内線 5379、5377、2680 

お問合せ 

◆「金融庁電子申請・届出システム」に 

サインインしましょう 

https://denshi-shinsei.fsa.go.jp/ja/ 

◆操作方法は金融庁のホームページに掲載 

されている利用ガイドをご確認ください 

https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/online.html 

       （「オンラインでの行政手続について」で検索） 

STEP２ 

金融庁電子申請・届出システムによる電子提出の流れ 

 

 gBizID でサインイン 

申請者 

金融庁、財務（支）局等 

gBizID でサインイン 

申請者情報入力 

手続選択 

提出先選択 

申請書等の添付 

提出 

受付 

審査 

確認（関連文書取得） 

承認（関連文書添付） 

提出通知 

受付通知 

提出通知 

承認通知 

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://denshi-shinsei.fsa.go.jp/ja/
https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/online.html


①新システムのログイン画面

②申請・届出時の入力画面

手続選択、提出先選択

申請書等の添付

③手続選択、提出先選択の画面

【提出先選択画面】

【手続選択画面】

分類での
絞り込み例

フリーワードでの絞り込み例

④申請書・届出書等の添付画面 ⑤各種申請書・届出書を提供している金融庁ホームページ

⑥金融庁ホームページ

「オンラインでの行政手続について」
（手続一覧、申請書・届出書様式、システムへのURL、

利用ガイド、FAQ等の新システムに関する情報を集約）

金融庁電子申請・届出システム 基本操作イメージ

https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/online.html

https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/online.html

